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令和２年度委託研究事務処理説明書 補完版（以下、本補完版という）について 

 

●戦略的創造研究推進事業 委託研究契約にかかる書類 

以下に掲載しております。報告書等の作成等に当たっては、必ず下記ＵＲＬからダウンロードの上、

所定の電子ファイルをご使用ください。 

❍戦略的創造研究推進事業 委託研究契約にかかる書類 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 
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A. 事務処理説明書 共通版との違い 
 

 

 

 

 

 

  

ここでは、「委託研究事務処理説明書 共通版」に 
かかわる内容で事業固有の取扱いを掲載します 
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委託研究事務処理説明書の見方 

 

●委託研究事務処理説明書は、経理契約等共通の事項を「共通版」に記載し、共通版との取扱いの違

いや事業固有のルールがある場合は、それらを「補完版」に記載しています。 

●共通版のページ下段に、補完版がある事業名（略称）を並べたアイコンを置いています。アイコン

の事業名（略称）の横には、ページ内のどこで差異が生じたか確認するための項番を記載しています。 

「補完版」をご覧になる際には、「共通版」に記載の差異箇所をあわせてご確認ください。 

●本説明書対象事業のうち補完版がある事業（下表【事業一覧】参照）は、共通版と補完版を合わせ

て「事務処理説明書」とします。 

●補完版と共通版の間で差異が生じる場合は、補完版の定めが優先されます。 

 

 

❍事務処理説明書 共通版 大学等 

https://www.jst.go.jp/contract/download/2020/2020a301manua.pdf 

❍事務処理説明書 共通版 企業等 

https://www.jst.go.jp/contract/download/2020/2020c301manua.pdf 
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 「事務処理説明書 共通版」との違い 

契約締結にあたっての留意事項 

ＪＳＴが雇用する研究者等について 

共通版の記載内容 大学等： １３ページ 企業等： １３ページ 

  （８） 研究成果最大化のための対応 

委託研究を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、硬直的な運用にならない

よう配意をお願いします。 

 

上記に留意事項として以下を追加します。 

 

①研究機関への連絡 

ＪＳＴが研究者等を雇用し研究機関に配置する場合は、研究担当者を経由するなどして研究機関へ

連絡します。 

 

②研究者等の処遇 

ＪＳＴで研究者等を雇用し研究機関に配置している場合には、当該研究者等が研究実施および日常

生活で不利益を被らないよう、研究機関にて措置してください。 

具体的には、研究所・研究室の入退出に係るセキュリティカードの付与、図書館・駐車場・コピー

機等の使用許可、所内ＬＡＮの付与等が考えられますが、その他処遇面や厚生面についても便宜を図

られますようお願いします。 

 

予算費目 

「旅費」計上について 

 

共通版の記載内容 大学等： ３２ページ 企業等： ３２ページ 

  （５） 「旅費」の計上 

    ③ 旅費計上の対象となる者 

・研究担当者 

・研究計画書に記載の研究参加者 

・外部専門家等の招へい対象者 

 

上記に留意事項として以下を追加します。 

 

研究補助員並びに雇用関係のない学生の出張、外部専門家等の招へいについては、個人型研究の 

趣旨を踏まえ、研究計画で承認された案件に限り可能です。 
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「人件費・謝金」の計上について 

共通版の記載内容 大学等： ３３ページ 企業等： ３３ページ 

大学等 

  （６） 「人件費・謝金」の計上 

    ② 直接経費での雇用対象 

本研究を実施するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、研究計画書に研究参加者

としての登録がある者       

ただし、以下に該当する者の人件費は、直接経費に計上することができません。 

 

   a．研究担当者 

   b．国立大学法人、独立行政法人、学校法人等で運営費交付金や私学助成金等により国から

人件費を措置されている者 

企業等 

  （６） 「人件費・謝金」の計上 

    ② 直接経費での雇用対象 

本研究を実施するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、研究計画書に研究参加者

としての登録がある者 

ただし、研究担当者の人件費は、直接経費に計上することができません。 

 

上記に留意事項として以下を追加します。 

① 研究補助員 

個人研究者の研究補助業務（個人研究者の指示に基づく実験・データ取得・解析等）を担う者とし

て、研究補助者（研究機関が雇用する技術員・研究補助員または雇用関係のない学部学生・大学院生）

を 5 名まで研究参加者に登録し、研究機関の規程に従って人件費・謝金を計上することが可能です。

研究の一部を主体的に担う者（研究員相当）の参加は認められません。 

 

※さきがけ・ACT-I・ACT-X の研究補助員が担うことが可能な業務は、個人研究者の指示に基づく

研究補助業務であり、具体例としては以下の通りです。さきがけ・ACT-I・ACT-X の研究補助員は、

研究員相当の業務（さきがけ・ACT-I・ACT-X 研究の一部を主体的に実施すること）を担うことは

できません。 

 【補助業務の例】 

  ・研究データの収集、解析 

  ・研究機器の組み立て、操作、設計、加工 

  ・実験、測定 

・実験器具の洗浄 

  ・実験動物の飼育、管理 

 ② ACT-X・ACT-I 学生（博士／修士課程）研究者へのリサーチ・アシスタント（RA）等予算 
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共通版に記載のとおり、研究担当者の人件費・謝金を研究費（直接経費）から支出することはで

きません。しかしながら例外として、ACT-X・ACT-I において学生（博士／修士課程）が個人研

究者である場合に限り、当該学生自身の ACT-X・ACT-I 研究への従事時間に応じた RA 経費を、

採択時に決定された研究費とは別途 JST が予算追加支援することができ、研究費（直接経費）から

支出することを認めます。 

なお、当該追加支援を受けるためには、在籍機関に従事時間に応じた RA 等経費支出について適

用可能な規定が整備されていることに加え、研究実施責任者（＊）がその執行に責任を持って以下

に同意した「ACT-X・ACT-I 学生研究者リサーチ・アシスタント（RA）等経費追加支援申請書」

を提出することが必要です。 

・年度途中に当該学生の立場が変わる場合には速やかに JST に連絡すること。 

・委託研究契約事務処理説明書および当該学生の在籍機関の規定に基づき証拠書類を整備・保管

し、追加支援期間終了後 60 日以内に別途定める報告書により報告すること。 

・追加支援分の 10%を超える当該 RA 等経費（その消費税相当額を含む）以外への流用は認め

られないことを承知すること。 

・追加支援申請の内容を当該学生および所属機関の契約・経理担当者に共有すること。 

当該追加支援申請をもって追加支援可能か否か JST が判断します（認められないこともありま

す）。追加支援申請が認められた場合は、研究計画書に反映し別途相当する間接経費をあわせて委託

研究費に加えて当該学生の在籍機関（研究実施機関、すなわち研究実施責任者の所属機関）にお支

払いします（学業があるため最大でも、1000 時間／年度程度の従事時間、仮に在籍機関の規定上

の時間単価が 2千円であれば 2百万円／年度程度および相当する消費税相当額・間接経費、と想定

しています）。 

 

＊ ACT-X・ACT-I 個人研究者は委託研究契約書における「研究担当者」としての責を担っていた

だきますが、学生などで在籍機関（研究実施機関）の規定により委託研究費の執行権限を有しな

い方が個人研究者である場合は、委託研究契約書の「研究担当者」の責を個人研究者およびその

指導教員それぞれが「研究実施責任者」「研究実施担当者」として連名で担っていただきます。 

研究実施責任者：指導教員等が担う立場。委託研究の実施を総括いただきます。 

ただし、委託研究費は指導教員等の研究のために執行するものではなく、個

人研究者が個の確立を目指して行う研究のために執行されるもので、指導教

員等は、その目的にそって研究が適切に実施されること、適切に予算執行さ

れることに責任を持つことで総括いただきます。 

研究実施担当者：個人研究者が担う立場。委託研究を主導的に実施いただきます。 

 

※ 本追加支援は、ACT-X・ACT-I に学生が個人研究者である場合の当該学生自身の RA 等経費を

追加支援し、研究実施責任者の責任のもとで執行いただくものです。個人研究者のもとで研究補

助等を行う学生の RA 等経費を追加支援するものではありませんので、研究補助等を行う学生へ

の RA 等経費や謝金が必要な場合には採択時に決定された研究費内でご検討ください。 
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※ ACT-X・ACT-I 個人研究者が学生である場合に限り、その方自身の RA 等経費を追加支援する

ものです。特任助教など ACT-X・ACT-I 個人研究者が学生以外である場合には、その方の人件

費を支援することはできません。ACT-X・ACT-I 個人研究者が学生以外である場合には、追加

支援に限らず委託研究費（直接経費）からその方自身の人件費を支出すること自体、共通版に記

載のとおり認められません。 

 

（参考）統合イノベーション戦略 2019（令和元年 6 月 21 日閣議決定）において「博士進学者、海

外への留学生の増加のための目標設定、方策（博士の意義、多様な財源による博士・若手研

究者への経済的支援を含む）」が謳われ、研究力向上改革 2019（2019 年 4 月文部科学

省）において「（博士・修士学生への）多様な財源を活用した経済的支援の実施」が求められ

ております。 

統合イノベーション戦略 2019（令和元年 6月 21 日閣議決定） p.8 

https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019_honbun.pdf 

研究力向上改革 2019（2019 年 4月文部科学省） p.3 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/04/25/1416069_01.pdf 

 

知的財産権の管理 

ＪＳＴ所属の発明者（機構発明者）の持分に係る知的財産権の取扱い 

共通版の記載内容 大学等： ６４ページ 企業等： ６２ページ 

  （６） ＪＳＴに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について 

ＪＳＴに帰属することとなった知的財産権について、研究機関が譲渡を希望する場合に、以下の

条件を充足できればＪＳＴは研究機関に譲渡することができます。 

上記に留意事項として以下を追加します。 

 

専任研究者（出向者）の知的財産権は、研究機関とＪＳＴとの出向基本協定書の取り決めに基づき、

研究機関に所属の研究者（兼任研究者）と同様に取り扱われます。 


